
 

令和２年度木造住宅・都市木造建築物における生産体制整備事業 

（うち、大工技能者等の担い手確保・育成事業） 

を実施する者に対する補助事業の公募についての公示 

 

令和２年３月９日 

国土交通省住宅局長 眞鍋 純 

 

 

 この度、木造住宅・都市木造建築物における生産体制整備事業（うち、大工技能者等の

担い手確保・育成事業）を実施する者に対する補助事業の公募を開始しますのでお知らせ

します。 

 

 ※ 本公募は、令和２年度予算によるものであり、令和２年度予算成立が事業実施の前 

提となります。 

 

 本事業は、大工技能者の減少・高齢化が進行する中、処遇改善、働き方改革、外国人受

入れや女性活躍等といった環境変化に対応しつつ大工技能者等を確保・育成するための研

修活動等を支援することにより、木造住宅及び都市木造建築物の生産体制の整備を推進す

ることを目的とするものです。 

  

１ 補助対象とする事業の内容 

次の（１）又は（２）のいずれかに該当する大工技能者等の担い手の確保・育成の取組。 

（1）団体主導型 

大工技能者等に関係する民間団体等が全国的に実施する大工技能者等の確保・育成の 

取組。 

① 育成の取組 

・大工技能者及びその他技術者等を対象とした木造住宅の新築・リフォーム等に係 

る研修 

② 確保（処遇改善等）の取組 

・上記①に付随して実施する、将来世代の確保（処遇改善等）に向けた取組 

（2）地域連携型 

  地域における複数の大工技能者関係機関が連携して実施する大工技能者等の確保・育 

成の取組。 

① 育成の取組 

・大工技能者及びその他技術者等を対象とした木造住宅の新築・リフォーム等に係 

る研修 

② 確保（処遇改善等）の取組 

   ・上記①に付随して実施する、将来世代の確保（処遇改善等）に向けた取組 



 

※（１）及び（２）ともに、①の取組は必須とし、②の取組は任意（実施しないことも 

可）とする。なお、②の取組のみを行う提案は不可とする。 

  ※②の取組に係る補助金の額は、①の取組を含む補助金総額に対して、（１）団体主 

導型は３割、（２）地域連携型は１割を上限とする。 

 

２ 事業期間 

  団体主導型：令和２年４月下旬～令和３年３月上旬（予定） 

  地域連携型：令和２年５月下旬～令和３年２月上旬（予定） 

 

３ 補助対象とする事業者の要件 

  本事業への参加は、次の(1)から(5)までの全てを満たす、大工技能者等に関係する団体

・協議会や、地域における複数の大工技能者等関係団体・機関によるグループ（以下、

団体等という。）であることを要件とする。 

  (1) 補助事業を適確に遂行するに足る実施方法等の企画能力を有すること。 

  (2) 補助事業を適確に遂行する技術能力を有し、かつ、補助事業の遂行に必要な体制、

専門知識を有する人員等（代表者、事業実施責任者等）を有していること。 

  (3) 補助事業の適切な遂行に必要な組織・人員、経理その他の事務について適確な管

理体制及び処理能力（会計帳簿、監査体制等）を有していること。 

  (4) 補助事業の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 

  (5) 補助事業において知り得た情報の秘密の保持を徹底すること。 

 

※過去３カ年度内に住宅局所管事業補助金において、交付決定の取り消しに相当する

理由で補助金の返還を求められたことのある者は本補助金への申請を原則として制

限するものとする。 

※暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号)

第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同条第 6 号に

規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者、不正の利益を図る目的若しくは

第三者に損害を加える目的をもって暴力団若しくは暴力団員を利用している者、資

金等の供給若しくは便宜の供与等により直接あるいは積極的に暴力団の維持、運営

に協力し、若しくは関与している者、又は暴力団若しくは暴力団員であることを知

りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有している者は本補助金への申請を

制限するものとする。 

 

４ 事業の要件 

１（１）及び（２）について補助を受けようとする事業は、次の（１）から（７）ま

での全てを満たす事業内容であることを要件とする。 

（1）「大工技能者等の担い手確保・育成計画」を策定し、これに基づき大工技能者等 

の確保・育成の取組を行うものであること（原則として、本事業により補助を受け 

ようとする取組は、本計画に記載すること）。ただし、１（１）①または１（２）① 

の取組についてのみ補助を受けようとする場合には、「大工技能者等の担い手確保・ 



育成計画」の策定は必須ではない。 

(2) 本事業を行うに当たっての背景や解決すべき課題についての分析がなされ、実施し 

 ようとする内容がその課題解決に向けた適切なものとなっていること。 

(3) 本事業による大工技能者等の育成や確保（処遇改善等）の達成目標が設定されてい 

 ること。また、年度末に目標の達成状況を報告すること。 

(4) 本事業による大工技能者等の育成や確保（処遇改善等）の取組内容が、(3)に掲げ 

る目標の達成に資するよう適切に設定されていること。 

(5) 本事業による大工技能者等の育成や確保（処遇改善等）の検討・実施体制及び実施 

 環境が、(3)に掲げる達成目標や(4)に掲げる取組内容と整合していること。 

(6) 他の補助金等が交付されている、又はその予定がある事業については、当該補助金 

 等の対象となる事業と明確に区分できる事業であること。 

(7) 育成に係る取組については、参加者（受講生）に適切な参加費用を求めること。 

なお、確保（処遇改善等）に係る取組については、参加者等に参加費用を求めること 

は要しない。 

 

５ 公募要領の交付期間及び担当部局等 

(1) 交付期間 

令和２年３月９日(月)10 時から令和２年３月 26 日(木)18 時まで 

(2) 担当部局 

〒100-8918 東京都千代田区霞が関２－１－３ 

国土交通省住宅局住宅生産課 木造住宅振興室 武山、杉江 

電話 03-5253-8111(代）（内線 39438、39455）  ＦＡＸ 03-5253-1629 

電子メール takeyama-y2ck@mlit.go.jp/ sugie-t2zi@mlit.go.jp 

(3) 方法 

   上記担当部局にて紙媒体又は電子媒体をもって配布する 

    公募要領の交付を希望する場合は、予め(2)の担当まで事前連絡を行うこと。 

 

６ 提案書等の提出期限、場所及び方法 

(1) 提出期限 

令和２年３月 27日（金)18 時まで（必着） 

(2) 場所 

５(2)の担当部局 

(3) 方法 

・持参又は郵送（書留郵便に限る。）の場合は原則Ａ４サイズとし３部、ＦＡＸ又 

は電子メールの場合は１部。（ＦＡＸ又は電子メールの場合には着信を確認する 

こと。） 

・電子メールの場合は、以下のソフト及び形式で作成し提出すること（これ以外で 

の提出は無効）。 

「Just System 一太郎 2004～2015」「Microsoft Word2003～2016」 



「Microsoft Excel2003～2016」「Adobe Acrobat Reader4.0～11」 

・電子メールの場合は、ファイル総量は極力１メガバイト以内とし、印刷時に規定 

の枚数内になるように設定しておくこと。 

 

※ 応募に関する質問は、公募要領に記載した方法（電話、ＦＡＸ又は電子メール）

にて受け付ける（来訪等による問い合わせには対応しない）。 

 

７ 審査・採択方法 

 提出された提案書等について、書類審査等による評価を行い、一定の評価を得た提案

書等を提出した者を当該事業に係る令和２年度予算の範囲内で採択する。 

なお、書類審査等に当たっては、事業内容や補助対象とする経費が適切か、補助金額

が費用対効果の点で適切な水準のものであるか等の観点から、必要に応じて追加資料の

提出を求めることがある。追加資料の提出を求められた場合は、指定する期間内に提出

すること。 

 

８ その他 

(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 関連情報を入手するための照会窓口は５(2)に同じ。 

(3) 提案書等の作成、提出に係る費用は、提出者側の負担とする。 

(4) 提出された提案書等は、当該申込者に無断で二次的な使用は行わない。 

(5) 提案書等に虚偽の記載を行った場合は、当該提案書等を無効にするとともに、申

込者に対して、補助事業者の取消を行うことがある。 

(6) 採択された提案書等は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成１

１年５月１４日、法律第４２号）において、行政機関が取得した文書について、開

示請求者からの開示請求があった場合は、当該企業等の権利や競争上の地位等を害

するおそれがないものについては、開示対象となる場合がある。採択されなかった

提案書等は原則返却しない。なお、返却を希望する場合は、その旨を提案書等を提

出する際に申し出ること。 

(7) 詳細は公募要領等による。 

 


